
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
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　福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
六
月
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
五
十
六
号 

福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行

条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

　
　条
例
別
表
第
一
知
事
の
部
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一

　肝
炎
患
者
等
（
肝
炎
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
肝
炎
患
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
知
事
が
認
め
る
も
の
に
対
す
る
肝
炎
の
治

療
に
要
す
る
費
用
（
肝
炎
患
者
等
が
肝
炎
の
治
療
に
つ
い
て
医
療
保
険
各
法
等
（
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保

険
各
法
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
医

療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
た
場
合
に
肝
炎
患
者
等
が
負
担
す
る
費
用
を
い
う
。
）
の
助
成
（
以
下

「
肝
炎
治
療
に
係
る
医
療
費
助
成
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

ア

　肝
炎
治
療
に
係
る
医
療
費
助
成
を
受
け
る
た
め
の
証
明
書
（
以
下
「
肝
炎
治
療
受
給
者
証
」

と
い
う
。
）
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
申

請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の 

イ

　肝
炎
治
療
受
給
者
証
の
記
載
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の 

ウ

　肝
炎
治
療
受
給
者
証
の
更
新
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の 

エ

　肝
炎
治
療
に
係
る
医
療
費
助
成
償
還
払
い
請
求
書
の
受
理
、
当
該
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
当
該
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の 

二

　肝
炎
患
者
等
の
う
ち
知
事
が
認
め
る
も
の
に
対
す
る
肝
炎
の
定
期
検
査
に
要
す
る
費
用
（
肝
炎

患
者
等
が
肝
炎
に
係
る
定
期
的
な
検
査
に
つ
い
て
医
療
保
険
各
法
等
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す

る
給
付
を
受
け
た
場
合
に
肝
炎
患
者
等
が
負
担
す
る
費
用
を
い
う
。
）
の
助
成
の
申
請
の
受
理
、

当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の 

三

　肝
が
ん
患
者
等
（
肝
炎
患
者
等
で
あ
っ
て
、
肝
が
ん
又
は
重
度
の
肝
硬
変
に
罹
患
し
た
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
知
事
が
認
め
る
も
の
に
対
す
る
肝
が
ん
又
は
重
度
の
肝
硬
変
（
以

下
「
肝
が
ん
等
」
と
い
う
。
）
の
治
療
に
要
す
る
費
用
（
肝
が
ん
患
者
等
が
肝
が
ん
等
の
治
療
に

つ
い
て
医
療
保
険
各
法
等
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
た
場
合
に
肝
が
ん
患
者
等

が
負
担
す
る
費
用
を
い
う
。
）
の
助
成
（
以
下
「
肝
が
ん
等
治
療
に
係
る
医
療
費
助
成
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

ア

　肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
参
加
者
証
（
以
下
「
参
加
者
証
」
と
い
う
。
）

の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る

応
答
に
関
す
る
も
の 

イ

　参
加
者
証
の
記
載
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の 

ウ

　参
加
者
証
の
更
新
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
申

請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の 

エ

　肝
が
ん
等
治
療
に
係
る
医
療
費
助
成
償
還
払
い
請
求
書
の
受
理
、
当
該
請
求
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
も
の 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
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　（
デ
ジ
タ
ル
変
革
課
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